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点心講座

　の募集

点心教室（小籠包・酸辣湯）

台湾の人気スープ

【サンラータン】が

簡単に作れます！

みんな大好き！

スープがおいしい

【ショウロンポウ】

日　時：令和６年 １月２７日（土）

             午前９時３０分～１２時

場　所：広幡地区交流センター　料理実習室

対　象：市内在住もしくは通勤・通学されている方

定　員：１６名

受講料：　　４００円

材料費：１，０００円

持ち物：・エプロン　・三角巾　・ふきん(2～3枚)

            ・持ち帰り容器　　　　・クッキングシート

　　　　・筆記用具　　　　　　・麺棒（持っている人）

講　師：安藤 悠子 先生

申込み：直接、広幡地区交流センター

　　　　または、携帯・PCで、右下のQRコードから申込みができます。

　　　　応募者が定員を超えた場合には、抽選となります。
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申込み期間

12/5 (火) ～ 12/20 (水)

サンラータンショウロンポウ

おいしい

台湾料理に

チャレンジ！

開催しました

『広幡ふれあいまつり』を

第41回

　11月19日(日)晴天にも恵まれ、多くの来場者がつめかける中、広幡ふれあい

まつりを開催しました。北村市長をはじめ、多くの来賓の方々や、地域内外から

も大勢の方々にお越しいただき、コロナ禍前のような賑わいでした。

　出店販売・各団体の展示や発表・各団体の啓発・スタンプラリーなど、

来場者の皆様に楽しんでいただけました。

　開催にあたり、ご協力いただきました皆様ありがとうございました。

　

青空の下、

フラダンスが

優雅に披露され

ステ □キでした

折り紙体験コーナーは、

大人から子どもまで

楽しめました！

知っている曲

ばかりで、

歌いたくなる

演奏でした♪



広幡地区交流センター

年末年始の業務について

貸館業務

12月２7日

　（水）

証明書

発行業務

12月29日(金)

～1月3日(水)

図書業務

12月２8日

　（木）

1月 4日

 （木）

〇 〇

〇〇

休 館

×

★　施設予約システムの３月分の交流センター使用抽選申込みは、

　　１月１日～１月３日です。

〇

〇 〇

〇

＊市全体施設の業務については、「広報ふじえだ12月5日号」を

　ご覧ください。

令和６年

藤枝市『はたちの集い』

広幡中学校区

日時：令和６年１月７日（日）

　　　午前１０時３０分～午前１１時

対象：平成１５年４月２日から

　　　平成１６年４月１日生まれの人

会場：広幡中学校　体育館

問合せ：生涯学習課

　　　　☎ ６４３－３０４７

自主グループ登録のお願い

お知らせ

令和６年度の自主グループ登録の受付をします。

４月からの登録を希望される団体は、

１月１０日（水）までに、広幡地区交流センター

に利用団体登録をお願いします。

　　　

☆登録書類などの詳しい内容は、

　直接広幡地区交流センターにお問い合わせください。

来年も

みんなで元気に

楽しく！

「生き生きマージャンクラブ」

活動日時：毎週水曜日　午後１時～４時１５分

　　　　　毎週日曜日　午前９時～１２時

会　　場：広幡地区交流センター

会　　費：２，０００円／年　のみ

手を動かし、頭を使って脳トレ！

楽しく健康マージャンをしてみませんか？

初心者大歓迎！　講師が丁寧に指導します

お待ち

しており

ます！

問 合  せ：村　松　☎ ６４３－８９０９

『フードバンクふじのくに』

フードドライブにご協力ください フードドライブとは、家庭に眠っている食品を

『フードバンクふじのくに』が集めて寄附する

活動です。

期　　間：１２月２０日（水）～　令和６年１月３１日（水）

収集場所：広幡地区交流センター・他地区交流センター

　　　　　・市役所１階ロビー　・岡部支所・岡部支所分館

　　　　　・文化センター　　　・生涯学習センター

　　　　　・社協（福祉センターきすみれ・在宅福祉センター）

回収食品：穀類（米・麺類）・保存食品（缶詰・瓶詰）

　　　　　インスタント食品

　　　　　調味料等常温で保存ができるもの

問 合  せ：藤枝市自立生活サポートセンター　☎ ６４３－３１６１

　　　　　藤枝市社会福祉協議会　　　　　　☎ ６６７－２９４０　

　※賞味期限の記載（2ヶ月以上）があり、

　　未開封で破損のないもの

休館日：毎週月曜日と第３日曜日・祝日・年末年始


